
重要度
主な評価項目
評価の視点

主要な業務実績 館の自己評価 評価案 評定理由

1 ⑴体制の整備 体制の整備状況
・常勤職員化による人員体制の充実
・平成２８年度予算編成過程において、経費の配分を見直し、
11名増員が認められた。

Ｂ Ｂ
・予算総額が限られるなか、予算編成に臨んで、人件費と事業費の配
分の見直しを行い、所期の目標を達成していると認められる。

2
⑵歴史公文書等の適切な移管及
び保存に向けた行政文書等の管
理に関する適切な措置

高

・歴史公文書等の選別のための支援状況（行
政機関が設定する行政文書ファイル等の保
存期間満了時の措置（レコードスケジュール）
の確認を年間300万件以上実施）
・中間書庫業務の実施状況

・保存期間満了時の措置の適否に係る専門的技術的助言の実
施（年度目標300万件に対し、321万件を達成）
・中間書庫業務における行政機関の一時利用時の効果的・効
率的な運用を実施

Ａ Ｂ

・専門的技術的助言の件数については、数値目標に対して107％を達
成しているが、A評定に相当する120％に達していない。
・他の業務についても、所期の目標を達成しているが目標を上回る成
果とは認められない。

3
⑶歴史公文書等の受入れ及び保
存並びに利用のための適切な措置
①受入れのための適切な措置

高

・歴史公文書等の受入れ状況
・受入れから１年以内の目録の公開・利用提
供状況
・民間からの寄贈寄託による受入推進状況
等

・行政機関等から受け入れた歴史公文書等について、受入れ
から１年以内に利用提供
・民営化された法人による国の事業に係る文書の保有状況等
を把握
・かつての公共企業体等における国の事業に係る文書につい
て、寄贈・寄託を推進

Ａ Ｂ
所期の目標を達成しているが、目標を上回る成果が得られているとま
では認められない。

4 ②保存のための適切な措置

・特定歴史公文書等を適切に保存し、計画的
な修復（人的修復400冊、リーフキャスティン
グ1,200枚）
・電子公文書等の移管・保存・利用システム
の運用及び次期システムの構築
・利用状況等に応じた媒体変換の措置の実
施

・「保存対策方針」に基づき計画的に修復を実施（人的修復401
冊、リーフキャスティング1,206枚、数値目標を100％達成）
・次期電子公文書等の移管・保存・利用システムの構築
・複製物作成計画に従い媒体変換を実施

Ｂ Ｂ 所期の目標を達成していると認められる。

5 ③利用請求への対応

・要審査文書を、利用等規則に規定する期間
内に適切に審査し、利用に供する。
・利用頻度が高いと考えられる要審査文書の
計画的審査

・請求のあった要審査文書を期間内に適切に審査し、利用提供
・利用頻度の高い要審査文書の計画的かつ積極的な審査を実
施

Ｂ Ｂ 所期の目標を達成していると認められる。

6
⑷歴史公文書等の利用の促進そ
の他の措置
①展示等の実施

高

・展示会等の実施回数（目標：展示会８回以
上他）
・国民のニーズ等を踏まえた魅力ある質の高
い展示等が実施できているか。

・展示会の入場者数について、過去最高であった前年度を５％
上回る55,671人となった。
・展示会等の実施（特別展２回、企画展６回、デジタル展示２
回、館外展１回、数値目標を100％達成）
・外部意見聴取等による魅力ある質の高い展示等の実施

Ａ Ｂ

・展示会の入場者数については、予め数値目標として設定しておら
ず、Ａ評定に相当する120％の水準に至っていないことから、所期の目
標を上回る成果とは認められない。
・他の目標については、所期の目標を達成していると認められる。

7
②デジタルアーカイブの運用及び
充実

・計画的な所蔵資料のデジタル化が実施。
・現行のデジタルアーカイブ等システムの後
継となる次期システム構築によるデジタル情
報資源の提供の仕組みの強化等。

・特定歴史公文書等の新規デジタル画像化（新規提供コマ数
210万コマ、数値目標を100％達成）
・次期デジタルアーカイブ等システムの構築（完成）

Ａ Ｂ

・特定歴史公文書等の新規デジタル画像化について、数値目標を達
成しているが、Ａ評定に相当する120％の水準に至っておらず、所期
の目標を上回る成果が得られたとは認められない。
・次期デジタルアーカイブ等システムの構築を当初目標・計画どおり
行っているものの、難易度の高い目標として設定されておらず、所期
の目標を上回る成果が得られているとは認められない。

8 ③利用者層の拡大に向けた取組 ・利用者層の拡大に向けた取組の実施

・見学対応の見直し等による成果としての見学受入者数増加
（対前年度比141%）
・ツイッターフォロワー数の大幅な増加（対前年度比1,204%）及
び友の会発足等による利用者層拡大に向けた積極的な取組の
実施

Ａ Ａ

予め数値目標は設定していなかったが、見学受入者数、ツイッター
フォロワー数を前年度の2倍以上、10倍以上とそれぞれ増加させた
他、新規施策（友の会発足等）を実施し、利用者層拡大に向けた取組
を成功させたことは、所期の目標を上回る成果が得られたと認められ
る。

9
④地方公共団体、関係機関との連
携協力のための適切な措置

・地方公共団体等が行う研修会等へ講師の
派遣
・デジタルアーカイブ化の推進に資する専門
的技術的支援等の公文書館の運営に関する
技術上の指導又は助言

・デジタルアーカイブ化の推進や所在情報の一体的提供に向
けた意見交換等の計画的な実施
・公文書館の運営に関する技術上の指導又は助言等を適切に
実施
・被災公文書等救援チームの設置及び適切な救援対応

Ａ Ｂ

被災公文書等救援チームの設置及び救援対応については評価でき
るもものの、技術上の助言指導、講師派遣、情報共有や技術的協力
等の連携について当初目標・計画どおり実施しており、総じて所期の
目標を上回る成果が得られているとは認められない。

10
⑤国際的な公文書館活動への参
加・貢献

・国際的な公文書館活動への積極的な貢献
や外国の公文書館との交流推進
・情報の収集・分析・提供等の適切な実行

・国際公文書館会議東アジア地域支部（ＥＡＳＴＩＣＡ）第12回総
会及びセミナーの主催、ＩＣＡ年次会合への参加等
・外国公文書館との交流推進（モンゴル公文書管理庁、オース
トラリア国立公文書館等の視察による国際交流等）
・諸外国の公文書館制度情報の収集・分析・提供

Ａ Ｂ

ＥＡＳＴＩＣＡ第12回総会及びセミナーを日本で開催し、成功裏に終えた
ことは評価するも、いずれの事項も当初目標について適切に実施した
ものであり、所期の目標を上回る成果を得られたとは認められなな
い。

独立行政法人国立公文書館における平成２７年度業務実績に関する評価案　（概要）

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

項目



重要度
主な評価項目
評価の視点

主要な業務実績 館の自己評価 評価案 評定理由項目

11 ⑥調査研究
調査研究を適切に実施、その成果について
の適切な活用

・「歴史公文書等の所在把握を目的とした調査研究に係る中期
的な計画」の策定、調査の実施、公表
・特定歴史公文書等の内容等に関する調査の実施、公表

Ｂ Ｂ 所期の目標を達成していると認められる。

12
⑸研修の実施その他人材の養成
に関する措置

・研修の適切に実施
・ニーズを踏まえた適切に研修計画の見直し

・研修受講者数（年間延べ受講者1335名、目標値の33%増）
・全研修において高い受講者満足度を達成（全受講者の９割以
上）
・専門職員養成の強化方策の検討や高等教育機関等からの実
習生受入れの適切な実施

Ａ Ａ

研修受講者数については、数値目標を上回る133％の水準を達成し
つつ、受講者から９割以上の高い満足度を得るなど、所期の目標を上
回る成果として認められる。他の事項についても適切に実施しており、
総じて所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。

13
⑹アジア歴史資料データベースの
構築及び利用促進

我が国とアジア近隣諸国等との間の歴史に
関する資料につき、
・国民一般及び関係諸国民の利用を容易し、
諸国との相互理解の促進
・利用者の拡充

・新規公開画像数（約72万画像、100％達成）
・既公開目録データの遡及点検の実施（2,025件、101％達成）
・広報活動（10回、167％達成）
・「アジ歴ニューズレター」の発行（３回、100％達成、登録者は
25％増）

Ａ Ｂ

広報活動回数、アジ歴ニューズレターの登録者の増加などは評価で
きるが、公開画像数、公開データ遡及点検、アジ歴ニューズの発行回
数などは、データベースの構築や広報誌の発行回数は目標を達成し
たのみであり、総じて所期の目標を上回る成果が得られているとまで
は認められない。

業務運営の効率化に関する事項 効率的・合理的な業務運営、経費削減等

・定時退館日の着実な実施、アウトソーシング化による業務効
率化を推進
・調達合理化計画に基づく調達の改善及び事務処理の効率化
を実施
・一般管理費（人件費除く）及び事業費を削減（3.4％削減、数値
目標達成）

Ｂ Ｂ 所期の目標を達成していると認められる。

財務内容の改善に関する事項
所蔵する公文書資料等の活用による自己収
入等の増加への取組

・図録・音声ガイドの有料化、関連グッズ等販売収入、「友の
会」収入による自己収入増を実現

Ｂ Ｂ 所期の目標を達成していると認められる。

その他業務運営に関する事項
内閣府令で定める業務運営に関する事項に
ついての適切な業務運営の実施

・施設整備計画に基づく、つくば分館の整備を実施
・平成２８年度予算にて１１名増員決定となる人員体制を充実
・館職員の研修への参加による人材育成等を実施

Ｂ Ｂ 所期の目標を達成していると認められる。

総合評定

B

評定理由：行政執行法人に移行した初年度である平成27年度では、「利用者層の拡大に向けた取組」や「研修の実施その他の人材の養成に関する措置」の項目について、所期の目標を上回る成果を上げるとともに、年度目標において重要度
「高」とされた歴史公文書等の選別等に係る専門的技術的助言の実施、受入れ後１年以内の利用提供、展示等の実施ついて、所期の目標を達成している。このように、各般の業務を適切かつ効率的に実施し、法人全体として目標を達成してお
り、Ｂと評価する。

Ⅲ．財務内容の改善に関する事項

Ⅳ．その他業務運営に関する事項


